
    

 

 

個人情報ファイルの名称 上越市定額減税補足給付金（調整給付及び不足額給付）受付データ 

行政機関の名称 上越市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
上越市定額減税補足給付金（調整給付及び不足額給付）の申請受付、審

査及び支給額管理 

記録項目 

1宛名番号、2氏名、3 郵便番号、4住所、5 送付先、6所得税定額減税

可能額、7令和 6 年分推計所得税額、8所得税額 9 住民税所得割定額

減税可能額、10住民税所得割額、11 定額減税適用額 12 定額減税残額 

13 定額減税控除済額 14給付額（合計）、15補足給付金額（調整給付）、

16 補足給付金額（不足額給付）、17 死亡判定 18金融機関情報 

記録範囲 上越市定額減税補足給付金（調整給付及び不足額給付）の支給対象者 

記録情報の収集方法 申請者本人、課税台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示等請求を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒943-0861 新潟県上越市木田一丁目1番3号 

訂正及び利用停止に関する他の法令又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 
□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第21条第7項に該当するファイル 

☑ 有 

□ 無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備考  



個人情報ファイルの名称 住民基本台帳（住民記録システム） 

行政機関の名称 上越市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 

総務部市民課、南出張所、北出張所、安塚区総合事務所市民生活・福祉

グループ、浦川原区総合事務所市民生活・福祉グループ、大島区総合事

務所市民生活・福祉グループ、牧区総合事務所市民生活・福祉グループ、

柿崎区総合事務所市民生活・福祉グループ、大潟区総合事務所市民生活・

福祉グループ、頸城区総合事務所市民生活・福祉グループ、吉川区総合

事務所市民生活・福祉グループ、中郷区総合事務所市民生活・福祉グル

ープ、板倉区総合事務所市民生活・福祉グループ、清里区総合事務所市

民生活・福祉グループ、三和区総合事務所市民生活・福祉グループ、名

立区総合事務所市民生活・福祉グループ 

個人情報ファイルの利用目的 

○住民基本台帳業務 

住民に関する記録を統一的に行い、住民の利便を増進するととも

に、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するためまた、それに

より、住民基本台帳を住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、

新潟県人口移動調査、その他の住民に関する事務の処理の基礎と

し、住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関

する記録の適正な管理を図るため 

○住民票の写し等交付業務 

住民票の写し等の交付のため 

○外国人在留管理に関する業務 

特別永住許可及び外国人住民の住居地変更に係る事務処理のため 

記録項目 

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5世帯主の氏名、6世帯主からみ

た続柄、7本籍、8筆頭者、9住民票コード、10個人番号、11前住所、

12住民となった年月日、13住所を定めた年月日、14住所を定めた届出

年月日、15旧氏、16通称名、17外国人住民となった年月日18法第30

条の45に規定する区分、19国籍・地域、20在留資格、21在留カード等

の番号、22在留期間等、23在留期間の満了の日、24宛名コード、25世

帯番号、26異動日、27届出日、28後期高齢者資格の有無、30基礎年金

資格の有無、31国保資格の有無、32選挙資格の有無、33印鑑登録の有

無、34介護保険資格の有無、35児童手当資格の有無、36介護認定申請

の有無、37 マイナンバーカード交付の有無、38 住民基本台帳カードの

有無、39 住民票の写し等証明書発行日、40 住民票の写し等証明書発行

時刻 

記録範囲 住民記録に係る者 

記録情報の収集方法 申請及び届出、他市町村等関係機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 

 

市町村長、上越地域消防事務組合、産声・おくやみ情報提供の報道機関、

検察庁・警察、法務局、地域福利増進事業を実施しようとする者、テン

プスタッフフォーラム㈱、地方公共団体システム機構、富士通Japan㈱ 、

自衛隊新潟地方協力本部 

開示等請求を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）総務部市民課 

（所在地）〒943-8601新潟県上越市木田1丁目1番3号 

（名 称）南出張所 



（所在地）〒943-0832 新潟県上越市本町3丁目2－26 

（名 称）北出張所 

（所在地）〒942-0001 新潟県上越市中央1丁目16-1 

（名 称）安塚区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-0492 新潟県上越市安塚区安塚722番地3 

（名 称）浦川原区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-0393 新潟県上越市浦川原区釜淵5番地 

（名 称）大島区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-1106 新潟県上越市大島区岡3320番地3 

（名 称）牧区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒943-0692 新潟県上越市牧区柳島522番地 

（名 称）柿崎区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-3292 新潟県上越市柿崎区柿崎6405番地 

（名 称）大潟区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-3192 新潟県上越市大潟区土底浜1081番地1 

（名 称）頸城区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-0192 新潟県上越市頸城区百間町636番地 

（名 称）吉川区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-3494 新潟県上越市吉川区下町1126番地 

（名 称）中郷区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-2394 新潟県上越市中郷区藤沢986番地1 

（名 称）板倉区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒944-0192 新潟県上越市板倉区針722番地1 

（名 称）清里区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒943-0595 新潟県上越市清里区荒牧18番地 

（名 称）三和区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒943-0316 新潟県上越市三和区井ノ口444番地 

（名 称）名立区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-1692 新潟県上越市名立区名立大町365番地1 

訂正及び利用停止に関する他の法令又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 
□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第21条第7項に該当するファイル 

☑ 有 

□ 無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 



行政機関等匿名加工情報の提案の募集

を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備考  

 



個人情報ファイルの名称 印鑑登録データ（住民記録システム） 

行政機関の名称 上越市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 

総務部市民課、南出張所、北出張所、安塚区総合事務所市民生活・福祉

グループ、浦川原区総合事務所市民生活・福祉グループ、大島区総合事

務所市民生活・福祉グループ、牧区総合事務所市民生活・福祉グループ、

柿崎区総合事務所市民生活・福祉グループ、大潟区総合事務所市民生活・

福祉グループ、頸城区総合事務所市民生活・福祉グループ、吉川区総合

事務所市民生活・福祉グループ、中郷区総合事務所市民生活・福祉グル

ープ、板倉区総合事務所市民生活・福祉グループ、清里区総合事務所市

民生活・福祉グループ、三和区総合事務所市民生活・福祉グループ、名

立区総合事務所市民生活・福祉グループ 

個人情報ファイルの利用目的 

○印鑑登録業務 

経済取引その他の場合において個人を特定するために必要とされ

る印鑑登録に関する事務を処理するため 

○印鑑登録証明交付業務 

印鑑登録証明の交付に関する事務を処理するため 

記録項目 

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5旧氏、6通称名、7備考、8登録

番号、9 印鑑登録年月日、10 印鑑証明書発行日、11 印鑑証明書発行時

刻、12登録印鑑の印影、13証明書発行部数、14宛名コード、15印鑑登

録状態、16廃止抹消年月日、17刻印種類、18刻印文字、19印材種類、

20本人確認方法、21登録備考、22照会年月日、23回答期限、24証明発

行可否、25証明発行停止日、26証明発行停止解除日、27証明発行停止

理由、28異動事由、29異動年月日、30異動理由、31異動入力庁舎 

記録範囲 印鑑登録に係る者 

記録情報の収集方法 申請及び届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 転出先の市町村 

開示等請求を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）総務部市民課 

（所在地）〒943-8601新潟県上越市木田1丁目1番3号 

（名 称）南出張所 

（所在地）〒943-0832 新潟県上越市本町3丁目2－26 

（名 称）北出張所 

（所在地）〒942-0001 新潟県上越市中央1丁目16-1 

（名 称）安塚区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-0492 新潟県上越市安塚区安塚722番地3 

（名 称）浦川原区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-0393 新潟県上越市浦川原区釜淵5番地 

（名 称）大島区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-1106 新潟県上越市大島区岡3320番地3 

（名 称）牧区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒943-0692 新潟県上越市牧区柳島522番地 



（名 称）柿崎区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-3292 新潟県上越市柿崎区柿崎6405番地 

（名 称）大潟区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-3192 新潟県上越市大潟区土底浜1081番地1 

（名 称）頸城区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-0192 新潟県上越市頸城区百間町636番地 

（名 称）吉川区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-3494 新潟県上越市吉川区下町1126番地 

（名 称）中郷区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-2394 新潟県上越市中郷区藤沢986番地1 

（名 称）板倉区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒944-0192 新潟県上越市板倉区針722番地1 

（名 称）清里区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒943-0595 新潟県上越市清里区荒牧18番地 

（名 称）三和区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒943-0316 新潟県上越市三和区井ノ口444番地 

（名 称）名立区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-1692 新潟県上越市名立区名立大町365番地1 

訂正及び利用停止に関する他の法令又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 
□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第21条第7項に該当するファイル 

☑ 有 

□ 無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備考  



個人情報ファイルの名称 戸籍総合システム 

行政機関の名称 上越市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 

総務部市民課、南出張所、北出張所、安塚区総合事務所市民生活・福祉

グループ、浦川原区総合事務所市民生活・福祉グループ、大島区総合事

務所市民生活・福祉グループ、牧区総合事務所市民生活・福祉グループ、

柿崎区総合事務所市民生活・福祉グループ、大潟区総合事務所市民生活・

福祉グループ、頸城区総合事務所市民生活・福祉グループ、吉川区総合

事務所市民生活・福祉グループ、中郷区総合事務所市民生活・福祉グル

ープ、板倉区総合事務所市民生活・福祉グループ、清里区総合事務所市

民生活・福祉グループ、三和区総合事務所市民生活・福祉グループ、名

立区総合事務所市民生活・福祉グループ 

個人情報ファイルの利用目的 

○戸籍の附票業務 

戸籍と住民票の共通記載事項の内容を一致させるとともに、 

住民基本台帳の記録の正確性を確保するため 

○戸籍の附票交付業務 

  戸籍の附票の写し交付のため 

○人口動態調査業務 

人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を 

得るため 

○戸籍に関する業務 

国民の親族的な身分関係を記録・保存し公証するため 

○戸籍謄抄本等交付業務 

  戸籍謄抄本等の交付のため 

○身分証明業務 

各種身分証明事務及び選挙人名簿の調整事務に供するため 

記録項目 

1筆頭者、2氏名、3性別、4住所、5出身、6本籍、7生年月日、8年齢、

9印影、10電話番号、11受理番号、12事件簿番号、13国籍、14続柄、

15人的関係（婚姻、出生、死亡など）、16後見情報、17職種、18身分

証明書番号、19勤務先、20理由または目的、21本人確認情報、22生活

保護情報、23家族構成、24役職、25傷病情報、26診療情報、27発達状

況、28体格、29土地情報、30建物情報、31財産価額、32課税標準額、

33賦課情報、34債務情報、35在外選挙人名簿登録情報 

記録範囲 戸籍記録等に係る者 

記録情報の収集方法 届出、他市町村等関係機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 

戸籍に関する業務：法務局、高田税務署、都道府県知事・市町村長（政

令指定都市）、教育委員会、広域事務処理組合、国の機関、総務省、公共

職業安定所、行政書士会連合会、日本中央競馬会、財務省、警察署、検

察庁、公安委員会、保護観察所、家庭裁判所、地方裁判所、法務省入国

管理局、18歳未満の者を雇用する事業所等、金融庁、地域福利増進事業

を実施しようとする者、行政官庁等、富士フイルムシステムサービス㈱ 

人口動態調査業務：保健所 

開示等請求を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）総務部市民課 

（所在地）〒943-8601新潟県上越市木田1丁目1番3号 



（名 称）南出張所 

（所在地）〒943-0832 新潟県上越市本町3丁目2－26 

（名 称）北出張所 

（所在地）〒942-0001 新潟県上越市中央1丁目16-1 

（名 称）安塚区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-0492 新潟県上越市安塚区安塚722番地3 

（名 称）浦川原区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-0393 新潟県上越市浦川原区釜淵5番地 

（名 称）大島区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-1106 新潟県上越市大島区岡3320番地3 

（名 称）牧区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒943-0692 新潟県上越市牧区柳島522番地 

（名 称）柿崎区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-3292 新潟県上越市柿崎区柿崎6405番地 

（名 称）大潟区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-3192 新潟県上越市大潟区土底浜1081番地1 

（名 称）頸城区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒942-0192 新潟県上越市頸城区百間町636番地 

（名 称）吉川区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-3494 新潟県上越市吉川区下町1126番地 

（名 称）中郷区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-2394 新潟県上越市中郷区藤沢986番地1 

（名 称）板倉区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒944-0192 新潟県上越市板倉区針722番地1 

（名 称）清里区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒943-0595 新潟県上越市清里区荒牧18番地 

（名 称）三和区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒943-0316 新潟県上越市三和区井ノ口444番地 

（名 称）名立区総合事務所市民生活・福祉グループ 

（所在地）〒949-1692 新潟県上越市名立区名立大町365番地1 

訂正及び利用停止に関する他の法令又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 
☐ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第21条第7項に該当するファイル 

□ 有 

☑ 無 



行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備考  

 

 



個人情報ファイルの名称 本人通知制度事前登録者名簿 

行政機関の名称 上越市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 

総務部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 本人通知制度の登録者の適正な管理及び登録者への通知のため 

記録項目 

1申込者の住所、2申込者の氏名、3申込者の電話番号、4本人通知を希

望する人の氏名、5本人通知を希望する人の生年月日、6本人通知を希

望する人の住所、7本人通知を希望する人の本籍・筆頭者、8本人通知

を希望する人の電話番号 

記録範囲 本人通知制度の事前登録申込者 

記録情報の収集方法 申込者からの提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示等請求を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）総務部市民課 

（所在地）〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 

訂正及び利用停止に関する他の法令又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 
□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第21条第7項に該当するファイル 

☑ 有 

□ 無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備考  

 



個人情報ファイルの名称 マイナンバーカード申請・取得状況回答内容一覧 

行政機関の名称 上越市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 

総務部人事課 

個人情報ファイルの利用目的 
国及び新潟県が実施する「マイナンバーカードの申請・取得状況の把握」

等の調査に回答するため 

記録項目 
1氏名、2所属、3職名、4被扶養者氏名、5組合員証番号、6マイナン

バーカード申請状況、7マイナンバーカード取得状況 

記録範囲 

マイナンバーカードを申請中及び取得済みの正規職員及び共済組合加

入の会計年度任用職員本人の氏名等、マイナンバーカードを申請中及び

取得済みの正規職員及び共済組合加入の会計年度任用職員の被扶養者

の氏名等 

記録情報の収集方法 申請者からの提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 国及び新潟県 

開示等請求を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）総務部人事課 

（所在地）〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 

訂正及び利用停止に関する他の法令又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 
□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第21条第7項に該当するファイル 

□ 有 

☑ 無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備考  

 



個人情報ファイルの名称 上越市表彰被表彰者名簿 

行政機関の名称 上越市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 

総務部秘書課 

個人情報ファイルの利用目的 上越市表彰被表彰者の確認 

記録項目 
1表彰年度、2表彰該当条項、3功績分野、4功績内容、5氏名・団体名、

6生年月日、7現住所、8本籍地、9職業 

記録範囲 上越市表彰被表彰者 

記録情報の収集方法 推薦者からの提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示等請求を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）総務部秘書課 

（所在地）943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 

訂正及び利用停止に関する他の法令又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 
□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第21条第7項に該当するファイル 

☑ 有 

□ 無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備考  

 


